
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
子
育
て
支
援
課
）

一

告

示

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申

請

（
環
境
管
理
課
）

�
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
消
滅

（
水

産

課
）

二

�
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始

（

〃

）

三

�
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）

（

〃

）

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

四

公

告

�
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

（
農
業
経
営
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

五

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可

（

〃

）

六

教
育
委
員
会
規
則

�
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
委
員
会
告
示

�
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
香
川
県
立
学
校
の
生
徒
及
び
幼
児
の
定
員

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
八
十
六
号

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
三
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
香
田
８０
番
地

神
島
化
学
工
業
株
式
会
社
詫
間
工
場

取
締
役
工
場
長

布
川
明

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
香
田
８０
番
地

神
島
化
学
工
業
株
式
会
社
詫
間
工
場

�
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

雨
水
専
用
の
排
水
口
を
２
箇
所
設
置
す
る

。ま
た
�
一
部
間
接
冷
却
水
を
使
用
し
な
く
な
る
た

�
め

第９４号

平 成１６年

１１月２６日（金曜日）

規

則

告

示

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

（
第
九
一
八
八
号
）

一



第
１６
排
水
口
に
お
い
て
排
出
水
の
量
が
減
少
す
る

。

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し

�
汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し

	
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

他
に
�
排
水
口
が
２１
箇
所

（う
ち
�
雨
水
排
水
口
が
１８
箇
所

）あ
る

。

（備
考

）

今
回
の
申
請
に
お
け
る
雨
水
排
水
口
の
設
置
と
あ
わ
せ
て
�
第
１６
排
水
口
に
お
い
て
一
部
間

接
冷
却
水
を
使
用
し
な
く
な
る
こ
と
に
よ
り
排
出
水
の
量
が
減
少
す
る
た
め
�
当
該
事
業
場
か

ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
量
は
減
少
す
る

。

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１６
年
１１
月
２６
日
か
ら

平
成
１６
年
１２
月
１７
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

詫
間
町
住
民
環
境
課

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
三
崎
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ

き
義
務
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同

年
十
二
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

岡
田
善
通
寺
線
（
四
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

第
１６

排
水

口

変
更

後

－－－－－－

雨
水
の
み

変
更

前

最
大

５
．８
～
８
．６２２２５０

０
．５３０

通
常

５
．８
～
８
．６１１１３

０
．１２０

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（



／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（



／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（



／�
）

窒
素
含
有
量
（



／�
）

り
ん
含
有
量
（



／�
）

排
出
水
の
量

（
�

／日
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
西
字
井
岡
八
三
一

番
一
地
先
か
ら

前

八
・
〇

〜
一
〇
・
五

八
五

道
路
改
修
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
西
字
井
岡
八
四
七

番
二
地
先
ま
で

後

一
二
・
六

〜
一
三
・
七

八
五

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

（
第
九
一
八
八
号
）

二



そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同

年
十
二
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

高
松
善
通
寺
線
（
三
十
三
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同

年
十
二
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

三
百
七
十
七
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同

年
十
二
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

四
百
三
十
六
号

三

道
路
の
区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

丸
亀
市
南
条
町
四
七
番
一
一
地
先
か
ら

前

二
二
・
三

〜
三
四
・
〇

一
三

電
線
共
同
溝

整
備
事
業
に

よ
る
電
線
類

の
地
中
化
及

び
歩
道
整
備

丸
亀
市
南
条
町
四
七
番
四
地
先
ま
で

後

二
二
・
三

〜
三
四
・
〇

一
三

区

間

変

更

敷
地
の
幅
員

延

長

備

考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

東
か
が
わ
市
入
野
山
二
二
四
六
番
地
先

か
ら

前

八
・
一

〜
二
九
・
〇

五
一
七

現
道
通
行
不

能
に
よ
る
迂

回
路
の
設
置

東
か
が
わ
市
入
野
山
二
三
五
三
番
二
地

先
ま
で

後

八
・
一

〜
二
九
・
〇

五
一
七

四
・
〇

〜
一
四
・
〇

六
一
〇

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

小
豆
郡
内
海
町
西
村
字
誓
願
寺
甲
一
〇
八
四
番
四

地
先
か
ら

小
豆
郡
内
海
町
西
村
字
流
甲
一
四
七
〇
番
一
地
先

ま
で

一
六
・
八

〜
四
一
・
〇

一
五
六

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
五
百
四
十

二
号
で
変
更

し
た
区
域
の

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

（
第
九
一
八
八
号
）

三



四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同

年
十
二
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

坂
出
港
線
（
十
九
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同

年
十
二
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

丸
亀
詫
間
豊
浜
線
（
二
十
一
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

坂
土
指
道

第
十
三
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

三

指
定
道
路
の
位
置

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
字
万
燈
九
七
六
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

二
三
・
七
六
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
六
十
四
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料

の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

一
部

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

坂
出
市
花
町
四
一
五
番
二
二
地
先
か
ら

坂
出
市
花
町
三
八
四
番
一
地
先
ま
で

二
二
・
五

〜
三
〇
・
〇

三
〇
〇

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
八
十
号
で

変
更
し
た
区

域
の
一
部

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
松
崎
字
丸
山
一
七
七
二
番
六

九
地
先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
松
崎
字
丸
山
一
六
九
〇
番
二

〇
地
先
ま
で

七
・
〇

八
五

平
成
七
年
香

川
県
告
示
第

七
十
九
号
で

変
更
し
た
区

域
の
一
部

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

（
第
九
一
八
八
号
）

四



香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
六
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
二
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
三
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

登
録
番
号

肥
料
の

種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

（
％
）

そ
の
他
の
規

格

生
産
業
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住

所

登
録
の

有
効
期

限

香
川
県
第

六
九
七
号

混
合
有

機
質
肥

料

４
・
７
・
２

混
合
有
機
質

肥
料

窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

七
・
〇

加
里
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

は
、
公
定
規

格
の
と
お
り
。

有
限
会
社
カ
ネ
ア

高
松
市
東
植
田
町

四
〇
九
番
地
一

平
成
十

九
年
十

一
月
十

三
日

市

名

土

地

改

良

事

業

名

縦

覧

場

所

さ
ぬ
き
市

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
片
山
頭
地
区

さ
ぬ
き
市
産
業
経
済
部

土
地
改
良
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
本
村
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
村
北
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
白
羽
北
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
馬
次
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
住
吉
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
成
山
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
上
新
開
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
北
山
下
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
能
徳
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
東
王
田
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
岡
村
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
天
野
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
新
田
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
央
通
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
花
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
谷
池
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

（
第
九
一
八
八
号
）

五



●
香
川
県
公
告
第
五
百
六
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
舟
岡
池
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事

業
仏
生
山
町

木
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
一
高
等
学
校
の
表
香
川
県
立
観
音
寺
第
一
高
等
学
校
の
項
中
「
観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
六
四
八
番

地
一
」
を
「
観
音
寺
市
茂
木
町
四
丁
目
二
番
三
八
号
」
に
改
め
る
。

「

ろ
う

ろ
う

別
表
一
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
表
香
川
県
立
聾
学
校
の
項
中

高
等
部

産
業
工
芸
科

被
服
科

理
容
科

「

高
等
部

普
通
科

産
業
工
芸
科

被
服
科

理
容
科

を

に
改
め
る
。

」

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
一
高
等
学
校
の
表
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
教
育
委
員
会
告
示
第
八
号

平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
香
川
県
立
学
校
の
生
徒
及
び
幼
児
の
定
員
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告

示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

香

川

県

教

育

委

員

会

第
１

中
学
校

第
２

高
等
学
校

１
全
日
制
の
課
程

教
育
委
員
会
規
則

教
育
委
員
会
告
示

生
徒
の
定
員

計３６０

２４０

第
３

学
年１２０８０

第
２

学
年１２０８０

第
１

学
年１２０８０

学
校

名

香
川
県
立
高
松
北
中
学
校

香
川
県
立
高
瀬
の
ぞ
み
が
丘
中
学
校

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
山
脇
上
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
尾
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
藤
井
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
下
所
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
広
瀬
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
坊
丁
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

（
第
九
一
八
八
号
）
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生
徒
の
定
員

計３９４

５７０

４９０

１０５

１３０６５

１００６５３５

１００９５

１０５

１０５

２４０

４６０

２１０

２４０

７２０

９６０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

第
３

学
年１４０

２００

１６０３５７０３５３５３５－３５３５３５３５８０

１６０７０８０

２４０

３２０４０４０４０４０４０

第
２

学
年１３０

１９０

１５５３５６０３０３０３０－３０３０３５３５８０

１４０７０８０

２４０

３２０４０４０４０４０４０

第
１

学
年１２４

１８０

１７５３５－－３５－３５３５３０３５３５８０

１６０７０８０

２４０

３２０４０４０４０４０４０

学
科
名

普
通
科

普
通
科

普
通
科

理
数
科

普
通
科

環
境
デ
ザ
イ
ン
科

生
産
経
済
科

園
芸
科

園
芸
デ
ザ
イ
ン
科

農
業
土
木
科

家
政
科

電
子
機
械
科

情
報
科
学
科

商
業
科

普
通
科

文
理
科

総
合
学
科

普
通
科

普
通
科

機
械
科

電
子
機
械
科

電
気
科

工
業
化
学
科

建
築
科

学
校

名

香
川
県
立
小
豆
島
高
等
学
校

香
川
県
立
土
庄
高
等
学
校

香
川
県
立
三
本
松
高
等
学
校

香
川
県
立
大
川
東
高
等
学
校

香
川
県
立
石
田
高
等
学
校

香
川
県
立
志
度
高
等
学
校

香
川
県
立
津
田
高
等
学
校

香
川
県
立
三
木
高
等
学
校

香
川
県
立
高
松
北
高
等
学
校

香
川
県
立
高
松
高
等
学
校

香
川
県
立
高
松
工
芸
高
等
学
校

９０

２１０７５

７２０

１８０

１２０

８４０

４８０７０７０４０

２１０

１０５

８８０

７６０

９１０

３６０

３８５

１００３０

３０７０２５

２８０４０４０

２８０

１６０３５３５－７０３５

３２０

２８０

３２０

１２０－－－

１４０３５－

３０７０２５

２４０７０４０

２８０

１６０３５３５－７０３５

２８０

２４０

３１５

１２０－－－

１４０３５－

３０７０２５

２００７０４０

２８０

１６０－－４０７０３５

２８０

２４０

２７５－－－

１２０

１０５３０３０

デ
ザ
イ
ン
科

工
芸
科

美
術
科

商
業
科

情
報
処
理
科

英
語
実
務
科

普
通
科

普
通
科

施
設
園
芸
科

農
業
土
木
科

環
境
科
学
科

家
政
科

看
護
科

普
通
科

普
通
科

普
通
科

農
業
経
営
科

畜
産
経
営
科

園
芸
経
営
科

農
業
生
産
科

環
境
園
芸
科

動
物
科
学
科

食
農
科
学
科

商
業
科

情
報
処
理
科

情
報
技
術
科

香
川
県
立
高
松
商
業
高
等
学
校

香
川
県
立
高
松
東
高
等
学
校

香
川
県
立
高
松
南
高
等
学
校

香
川
県
立
高
松
西
高
等
学
校

香
川
県
立
高
松
桜
井
高
等
学
校

香
川
県
立
香
川
中
央
高
等
学
校

香
川
県
立
農
業
経
営
高
等
学
校

香
川
県
立
坂
出
商
業
高
等
学
校

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

（
第
九
一
八
八
号
）
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備
考

香
川
県
立
農
業
経
営
高
等
学
校
の
生
徒
の
定
員
は
�
第
１
学
年
に
つ
い
て
は
農
業
生
産
科
�
環

境
園
芸
科
�
動
物
科
学
科
及
び
食
農
科
学
科
に
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
定
め
な
い

。第
２
�
３
学
年

に
つ
い
て
は
農
業
経
営
科
�
畜
産
経
営
科
�
園
芸
経
営
科
及
び
食
農
科
学
科
に
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し

て
定
め
な
い

。

２
定
時
制
の
課
程

１０５

８４０

１０５

４００

２１０

１２０

１１５

１１５

１１５

３５

２８０３５

１２０７０４０４０４０４０

３５

２８０３５

１２０７０４０４０４０４０

３５

２８０３５

１６０７０４０３５３５３５

家
政
科

普
通
科

理
数
科

普
通
科

商
業
科

食
物
科

機
械
科

電
気
科

電
子
科

香
川
県
立
観
音
寺
第
一
高
等
学
校

香
川
県
立
観
音
寺
中
央
高
等
学
校

香
川
県
立
三
豊
工
業
高
等
学
校

生
徒
の
定
員

計１６０

１６０

１６０

１６０

１６０

１６０

１６０

１６０

１６０

１６０

第
４

学
年４０４０４０４０４０４０４０４０４０４０

第
３

学
年４０４０４０４０４０４０４０４０４０４０

第
２

学
年４０４０４０４０４０４０４０４０４０４０

第
１

学
年４０４０４０４０４０４０４０４０４０４０

学
科
名

普
通
科

普
通
科

普
通
科

商
業
科

普
通
科

普
通
科

機
械
科

建
築
科

イ
ン
テ
リ
ア
科

商
業
科

学
校

名

香
川
県
立
小
豆
島
高
等
学
校

香
川
県
立
土
庄
高
等
学
校

香
川
県
立
三
本
松
高
等
学
校

香
川
県
立
志
度
高
等
学
校

香
川
県
立
三
木
高
等
学
校

香
川
県
立
高
松
高
等
学
校

香
川
県
立
高
松
工
芸
高
等
学
校

香
川
県
立
高
松
商
業
高
等
学
校

８８０９０

１１０

１０５

１０５

１０５

１０５

４８０

９２０

５２０

１３０

６８０

１１０

２００

６９０

１１５

１０５

１０５

１０５９０９０９０

５２０

１０５

１０５

１０５

３２０３０４０３５３５３５３５

１６０

３２０

１６０７０

２４０４０７０

２４０４０３５３５３５３０３０３０

２００３５３５３５

２８０３０３５３５３５３５３５

１６０

３２０

１６０６０

２４０３５７０

２４０４０３５３５３５３０３０３０

１６０３５３５３５

２８０３０３５３５３５３５３５

１６０

２８０

２００－

２００３５６０

２１０３５３５３５３５３０３０３０

１６０３５３５３５

普
通
科

音
楽
科

機
械
科

電
気
科

化
学
工
学
科

建
築
科

看
護
科

総
合
学
科

普
通
科

普
通
科

商
業
科

普
通
科

デ
ザ
イ
ン
科

生
活
文
化
科

普
通
科

機
械
科

電
気
科

土
木
科

建
築
科

海
洋
技
術
科

海
洋
生
産
科

海
洋
工
学
科

普
通
科

生
産
経
済
科

園
芸
科

食
品
化
学
科

香
川
県
立
坂
出
高
等
学
校

香
川
県
立
坂
出
工
業
高
等
学
校

香
川
県
立
飯
山
高
等
学
校

香
川
県
立
丸
亀
高
等
学
校

香
川
県
立
丸
亀
城
西
高
等
学
校

香
川
県
立
善
通
寺
第
一
高
等
学
校

香
川
県
立
善
通
寺
西
高
等
学
校

香
川
県
立
琴
平
高
等
学
校

香
川
県
立
多
度
津
工
業
高
等
学
校

香
川
県
立
多
度
津
水
産
高
等
学
校

香
川
県
立
高
瀬
高
等
学
校

香
川
県
立
笠
田
高
等
学
校

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

（
第
九
一
八
八
号
）

八



３
通
信
制
の
課
程

４
専
攻
科

備
考

香
川
県
立
多
度
津
水
産
高
等
学
校
の
生
徒
の
定
員
は
�
漁
業
科
及
び
機
関
科
に
区
分
し
て
定
め

な
い

。

ろ
う

第
３

盲
学
校
�
聾
学
校
及
び
養
護
学
校

１
高
等
部

ろ
う

備
考

香
川
県
立
聾
学
校
の
生
徒
の
定
員
は
�
普
通
科
�
産
業
工
芸
科
�
被
服
科
及
び
理
容
科
に
区
分

し
て
定
め
な
い

。

２
高
等
部
専
攻
科ろ
う

備
考

香
川
県
立
聾
学
校
の
生
徒
の
定
員
は
�
産
業
工
芸
科
�
被
服
科
及
び
理
容
科
に
区
分
し
て
定
め

な
い

。

３
幼
稚
部

１６０

１６０

１６０

１６０

１６０

１６０

１６０

４０４０４０４０４０４０４０

４０４０４０４０４０４０４０

４０４０４０４０４０４０４０

４０４０４０４０４０４０４０

機
械
科

電
気
科

普
通
科

普
通
科

機
械
科

電
気
科

普
通
科

香
川
県
立
坂
出
工
業
高
等
学
校

香
川
県
立
丸
亀
高
等
学
校

香
川
県
立
善
通
寺
西
高
等
学
校

香
川
県
立
多
度
津
工
業
高
等
学
校

香
川
県
立
観
音
寺
第
一
高
等
学
校

生
徒
の
定
員５００

５００

学
科
名

普
通
科

普
通
科

学
校

名

香
川
県
立
高
松
高
等
学
校

香
川
県
立
丸
亀
高
等
学
校

生
徒
の
定
員

計４０３５４０３５２０

第
２

学
年４０－４０－１０

第
１

学
年－３５－３５１０

学
科
名

衛
生
看
護
科

看
護
科

衛
生
看
護
科

看
護
科

漁
業
科

機
関
科

学
校

名

香
川
県
立
高
松
南
高
等
学
校

香
川
県
立
飯
山
高
等
学
校

香
川
県
立
多
度
津
水
産
高
等
学
校

生
徒
の
定
員２７２４２７６１

１４３２７５６６３６６６１

学
科
名

普
通
科

保
健
理
療
科

普
通
科

産
業
工
芸
科

被
服
科

理
容
科

普
通
科

普
通
科

普
通
科

工
芸
科

普
通
科

普
通
科

普
通
科

学
校

名

香
川
県
立
盲
学
校

ろ
う

香
川
県
立
聾
学
校

香
川
県
立
香
川
東
部
養
護
学
校

香
川
県
立
香
川
中
部
養
護
学
校

香
川
県
立
高
松
養
護
学
校

香
川
県
立
香
川
丸
亀
養
護
学
校

香
川
県
立
善
通
寺
養
護
学
校

香
川
県
立
香
川
西
部
養
護
学
校

生
徒
の
定
員２４８

学
科
名

理
療
科

産
業
工
芸
科

被
服
科

理
容
科

学
校

名

香
川
県
立
盲
学
校

ろ
う

香
川
県
立
聾
学
校

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

（
第
九
一
八
八
号
）

九



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

幼
児
の
定
員

５１５１５

学
校

名

香
川
県
立
盲
学
校

ろ
う

香
川
県
立
聾
学
校

香
川
県
立
香
川
中
部
養
護
学
校

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
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刷
発
行

印
刷
発
行
所
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平
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（
第
九
一
八
八
号
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一
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